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鳥取市条例第４号 

   鳥取市事務分掌条例の一部を改正する条例 

 鳥取市事務分掌条例（昭和５０年鳥取市条例第５号）の一部を次のように改正する。 

 

 

 

 

改める。 

第２条総務部の項中第６号から第８号までを削り、第９号を第６号とし、第１０号

を第７号とし、同項の次に次の１項を加える。 

危機管理部 

⑴ 防災及び危機管理に関すること。 

第２条企画推進部の項中第５号から第１０号までを削り、第１１号を第５号とし、

第１２号を第６号とし、第６号の次に次の１号を加える。 

⑺ 情報化の推進に関すること。 

第２条企画推進部の項中第１３号を削り、同項の次に次の１項を加える。 

市民生活部 

総務部 

企画推進部 

総務部 

危機管理部 

企画推進部 

市民生活部 

第１条中 を       に、「環境下水道部」を「下水道部」に

「 
  
 
 

       」 

「 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

        」 



⑴ 地域の活性化に関すること。 

⑵ 総合支所に関すること。 

⑶ 市民活動の総括に関すること。 

⑷ 交通安全対策に関すること。 

⑸ 防犯に関すること。 

⑹ 市政相談及び市民との対話に関すること。 

⑺ 消費生活対策に関すること。 

⑻ 住民基本台帳及び戸籍並びに印鑑登録に関すること。 

⑼ 環境政策に関すること。 

⑽ 環境衛生に関すること。 

⑾ 廃棄物に関すること。 

⑿ 自然保護に関すること。 

第２条環境下水道部の項中第１号を削り、第２号を第１号とし、第３号から第５号

までを削り、同項を同条下水道部の項とする。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

（鳥取市防災会議条例の一部改正） 

２ 鳥取市防災会議条例（昭和３８年鳥取市条例第２９号）の一部を次のように改正

する。 

  第５条中「総務部」を「危機管理部」に改める。 

（鳥取市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手

続に関する条例の一部改正） 

３ 鳥取市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手

続に関する条例（平成１０年鳥取市条例第２７号）の一部を次のように改正する。 

第４条第１項第１号中「鳥取市環境下水道部」を「鳥取市市民生活部」に改める。 



（鳥取市下水道等事業運営審議会条例の一部改正） 

４ 鳥取市下水道等事業運営審議会条例（平成１５年鳥取市条例第４号）の一部を次

のように改正する。 

第７条中「環境下水道部」を「下水道部」に改める。 

 （鳥取市国民保護協議会条例の一部改正） 

５ 鳥取市国民保護協議会条例（平成１７年鳥取市条例第４号）の一部を次のように

改正する。 

第４条中「総務部」を「危機管理部」に改める。 

 （鳥取市安全で安心なまちづくり推進条例の一部改正） 

６ 鳥取市安全で安心なまちづくり推進条例（平成１７年鳥取市条例第５３号）の一

部を次のように改正する。 

第１３条中「企画推進部」を「市民生活部」に改める。 

（鳥取市市民自治推進委員会条例の一部改正） 

７ 鳥取市市民自治推進委員会条例（平成２０年鳥取市条例第４１号）の一部を次の

ように改正する。 

第７条中「企画推進部」を「市民生活部」に改める。 

 （鳥取市環境審議会条例の一部改正） 

８ 鳥取市環境審議会条例（平成２２年鳥取市条例第４０号）の一部を次のように改

正する。 

第８条中「環境下水道部」を「市民生活部」に改める。 

 （鳥取市消費者行政審議会条例の一部改正） 

９ 鳥取市消費者行政審議会条例（平成３０年鳥取市条例第２号）の一部を次のよう

に改正する。 

第７条中「企画推進部」を「市民生活部」に改める。 


